
給 ２ － ５ ２

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

人事院事務総局給与局長

「昇格及び昇給への人事評価の結果の活用に関する留意事項等につ

いて」の一部改正について（通知）

「昇格及び昇給への人事評価の結果の活用に関する留意事項等について（平成

２１年３月３１日給２―３５）」の一部を下記のとおり改正したので、令和８年

４月１日以降は、これによってください。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分（以下「傍線部分」

という。）でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、こ

れを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応

する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削り、改正後欄に掲

げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないも

のは、これを加える。

改 正 後 改 正 前

別紙１ 別紙１

昇格制度に係る留意事項等につい 昇格制度に係る留意事項等につい

て て



直近の連続した２回の能力評価及 １ 直近の連続した２回の能力評価

び４回の業績評価の全体評語の全部 及び４回の業績評価の全体評語の

又は一部がない場合の取扱い 全部又は一部がない場合の取扱い

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 国際機関又は民間企業に派遣 ⑵ 国際機関又は民間企業に派遣

されていた等の事情により全体 されていた等の事情により全体

評語の全部又は一部がない職員 評語の全部又は一部がない職員

を規則第２０条第３項の規定に を規則第２０条第３項の規定に

より昇格させようとするときに より昇格させようとするときに

は、必要に応じて部内の他の職 は、必要に応じて部内の他の職

員との均衡に配慮しつつ、昇格 員との均衡に配慮しつつ、昇格

させようとする日以前２年間に させようとする日以前２年間に

おける次に掲げる事項等を総合 おける次に掲げる事項等を総合

的に勘案するものとする。な 的に勘案するものとする。な

お、規則第２０条第３項の「国 お、規則第２０条第３項の「国

際機関若しくは民間企業に派遣 際機関若しくは民間企業に派遣

されていたこと等の事情」に されていたこと等の事情」に

は、国際機関又は民間企業に派 は、国際機関又は民間企業に派

遣されていたことのほか、例え 遣されていたことのほか、例え

ば、国家公務員の育児休業等に ば、国家公務員の育児休業等に

関する法律（平成３年法律第１ 関する法律（平成３年法律第１

０９号）第３条の規定による育 ０９号）第３条の規定による育

児休業をしていたこと、休職に 児休業をしていたこと、休職に

されていたこと、人事交流等に されていたこと、人事交流等に

より規則第１１条第５項第１号 より規則第１７条第１号から第

から第４号まで及び第７号に掲 ４号まで及び第７号に掲げる者



げる者であったことなどを含む であったことなどを含むものと

ものとする。 する。

ア・イ （略） ア・イ （略）

⑶ （略） ⑶ （略）

（削る） ２ Ⅱ・Ⅲ種登用等の場合の２級上

位の職務の級への決定について

今般、採用年次や採用試験の種

類にとらわれない給与決定を推進

する観点から、事務総長通達第２

０条関係第６項に規定するとお

り、「Ⅱ種・Ⅲ種等採用職員の幹

部職員への登用の推進に関する指

針（平成１１年３月１９日任企―

７３）」に基づき選抜された職員

又はこれに準ずると認められる職

員を選抜し育成する一環として昇

任させた場合において、その者の

職務がその昇任前に従事していた

職務が分類されていた職務の級の

２級上位の職務の級に分類される

べきものと評価することができる

ときには、各府省において２級上

位の職務の級に決定するものとし

ているところ、同項の「これに準

ずると認められる職員」とは、職

員の選抜基準、育成方法などにつ



いて、同指針に定めるものに相当

するものを各府省において定め、

これに基づいて選抜された職員と

する。

別紙２ 別紙２

昇給制度に係る留意事項等につい 昇給制度に係る留意事項等につい

て て

１ 昇給区分Ａ又はＢに該当するか （新設）

否かの判断について

規則第３７条第１項第１号イ又

はロに掲げる職員（以下この項に

おいて「対象職員」という。）に

該当するか否かの判断は、職員の

勤務成績を昇給区分に適切に反映

させる観点から、事務総長通達第

３７条関係第１項の規定により、

調整者（同項に規定する調整者を

いう。以下この項において同

じ。）が同一である職員ごとに、

昇給区分を決定する職員の総数に

占める対象職員の数の割合（以下

この項において「対象職員の割

合」という。）が規則第３７条第

６項に規定する人事院の定める割

合におおむね合致するように行う

ことを原則としているが、調整者



が同一である職員が少数である場

合、特に組織の業務運営に対する

貢献が顕著である調整者が同一で

ある職員が多数いる場合等により

職員の勤務成績を昇給区分に適切

に反映させることができないと認

められる場合には、事務総長通達

第３７条関係第１項の規定の趣旨

に反しない範囲で、調整者を異に

する職員と合わせて当該判断を行

い、及び規則第３７条第６項の規

定に反しない範囲で調整者ごとの

対象職員の割合に差異を生じさせ

ることは差し支えない。なお、こ

の場合においても、調整者が同一

である職員ごとに、事務総長通達

第３７条関係第１項各号に掲げる

順序に従わなければならない。

２・３ （略） １・２ （略）

４ 国際機関又は民間企業に派遣さ ３ 国際機関又は民間企業に派遣さ

れていた等の事情により昇給評語 れていた等の事情により昇給評語

の全部又は一部がない職員の取扱 の全部又は一部がない職員の取扱

い い

⑴ 国際機関又は民間企業に派遣 ⑴ 国際機関又は民間企業に派遣

されていた等の事情により昇給 されていた等の事情により昇給

評語の全部又は一部がない職員 評語の全部又は一部がない職員



について、事務総長通達第３７ について、事務総長通達第３７

条関係第１１項の規定により人 条関係第１１項の規定により人

事評価の結果及び勤務成績を判 事評価の結果及び勤務成績を判

定するに足りると認められる事 定するに足りると認められる事

実を総合的に勘案して昇給区分 実を総合的に勘案して昇給区分

を決定しようとするときには、 を決定しようとするときには、

必要に応じて部内の他の職員と 必要に応じて部内の他の職員と

の均衡に配慮しつつ、規則第３ の均衡に配慮しつつ、規則第３

４条に規定する評価終了日以前 ４条に規定する評価終了日以前

１年間における次に掲げる事項 １年間における次に掲げる事項

等を総合的に勘案し、規則第３ 等を総合的に勘案し、規則第３

７条第１項各号に規定する職員 ７条第１項各号に規定する職員

のいずれに該当するものと認め のいずれに該当するものと認め

られるかを判定するものとす られるかを判定するものとす

る。その際、規則第３７条第３ る。その際、規則第３７条第３

項第１号の「国際機関又は民間 項第１号の「国際機関又は民間

企業に派遣されていたこと等の 企業に派遣されていたこと等の

事情」には、国際機関又は民間 事情」には、国際機関又は民間

企業に派遣されていたことのほ 企業に派遣されていたことのほ

か、例えば、国家公務員の育児 か、例えば、国家公務員の育児

休業等に関する法律第３条の規 休業等に関する法律第３条の規

定による育児休業をしていたこ 定による育児休業をしていたこ

と、休職にされていたこと、人 と、休職にされていたこと、人

事交流等により規則第１１条第 事交流等により規則第１７条第

５項第１号から第４号まで及び １号から第４号まで及び第７号

第７号に掲げる者であったこと に掲げる者であったことなどを



などを含むものとする。なお、 含むものとする。なお、規則第

規則第３４条に規定する評価終 ３４条に規定する評価終了日以

了日以前１年間において職員と 前１年間において職員としての

しての身分を保有するが全く職 身分を保有するが全く職務に従

務に従事しなかった場合等規則 事しなかった場合等規則第３７

第３７条第１項各号に規定する 条第１項各号に規定する職員の

職員のいずれに該当するものと いずれに該当するものと認めら

認められるかを判定することが れるかを判定することができな

できない職員（同日後昇給日ま い職員（同日後昇給日までの間

での間に新たに採用された職員 に新たに採用された職員を除

を除く。）については、事務総 く。）については、事務総長通

長通達第３７条関係第１１項に 達第３７条関係第１１項に規定

規定する職員に該当しないこと する職員に該当しないことによ

により規則第３７条第３項の適 り規則第３７条第３項の適用が

用がないことから昇給しない。 ないことから昇給しない。

ア・イ （略） ア・イ （略）

⑵ 各庁の長は、４⑴イに掲げる ⑵ 各庁の長は、３⑴イに掲げる

「業務への取組状況」の把握に 「業務への取組状況」の把握に

努めなければならないこと。 努めなければならないこと。

５～８ （略） ４～７ （略）

以 上


